
議案第２８号 

 

狭山市立富士見集会所条例の一部を改正する条例 

 狭山市立富士見集会所条例（昭和５３年条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第２号を次のように改める。 

（２）１２月２８日から翌年の１月４日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

 別表を次のように改める。 

別表（第１０条関係） 

施設の名称 

使   用   料  （単位 円） 
 
午前９時

から午前

１１時ま

で 
  

 
午前１１

時から午

後１時ま

で 
  

 
午後１時

から午後

３時まで 

 
  

 
午後３時

から午後

５時まで 

 
  

 
午後５時

から午後

７時まで 

 
  

 
午後７時

から午後

１０時ま

で 
  

第１集会室 ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ６００ 

第２集会室 ５００ ５００ ５００ ５００ ５００ ７５０ 

学習室 ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ ４５０ 

会議室 ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ ４５０ 

和室 ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ３００ 

   附 則 

１ この条例は、平成２４年２月１日から施行する。ただし、第５条の改正規定は、

公布の日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は、平成２４年４月１日以後の施設の利用について適用し、

同日前の施設の利用については、なお従前の例による。 

 

  平成２３年６月１日提出 

 

         狭山市長 仲 川 幸 成 

 

 

提案理由 

 施設の有効活用及び利用者の利便性の向上を図るため、利用方法を見直すとともに、

受益者負担の適正化を図るため、使用料の額を改定し、併せて条文の整備をしたいの

で、この案を提出するものである。 


